
令和 8 年 2 月 2 日 

一般社団法人大阪府トラック協会 

東 北 支 部    

２月の主な行事予定について 

 

2 月    2 日（月） 10：00 ～  令和７年度 「初任運転者特別講習」 

於）大阪府トラック総合会館 6階 601 号室 

2 月    3 日（火） 13：10 ～ 【国土交通省認定】運輸安全マネジメントセミナー(ガイドライン） 

於）大阪府トラック総合会館 6階 601 号室 満 席 

2 月    4 日（水） 13：10 ～ 【国土交通省認定】運輸安全マネジメントセミナー（リスク管理・基礎） 

於）大阪府トラック総合会館 6階 601 号室 満 席 

2 月    5 日（木） 14：00 ～  脳疾患に起因する事故防止セミナー 

於）大阪府トラック総合会館 6階 601 号室 

2 月    6 日（金） 14：00 ～  過労死等防止対策セミナー 満 席 

於）大阪府トラック総合会館 6階 601 号室 

2 月   17 日（火） 13：00 ～ 【大阪府トラック協会主催】 整備管理者選任『後』研修  

於）ドーンセンター 7Ｆ ホール 

2 月   20 日（金） 17：30 ～  支部主催「運行管理者等実務者勉強会及び交流会」 

於））大阪キャッスルホテル 7Ｆ  

※支部主催のほかのセミナー・研修の詳細や空き状況等は、大阪府トラック協会本部のＨＰにてご確認ください。 

 

トラック運送事業の適正原価に関する実態調査について  － 回答期限 2/20 － 

 昨年 6 月に貨物自動車運送事業法が改正され、適正原価制度が導入されることになりました。「適正 

原価」は、これまでの法的拘束力ない「標準的な運賃」代わるもので、国が告示し、これを下回る契約は 

法令違反となり、行政処分や処分の対象となります。1月中に各会員様宛に国交省からオレンジの封筒が 

送付されましたが、この「適正原価」の設定にあたってトラック事業者の原価構造の実態等を把握する 

ための調査依頼となります。御社の採算割れ輸送を防ぎ、事業経営の安定のために調査にご協力下さい。 

なお本調査は、貨物自動車運送事業法第６０条第１項及び貨物自動車運送事業報告規則第３条に基づき 

臨時の報告を求めるものであり、回答の義務がある調査となります。 

 

☪  各地区が開催する「役員選出会議」について  

☆ 2/ 6(金) 18:30 ～   路線分会  於：北新地 平八（ひらはち）➡ 1/5 に案内しております。 

 

☆ 2/19(木) 18:00 ～   旭･都島地区会  於：大阪城西の丸庭園 大阪迎賓館 ➡ 1/5に案内しております。 

 

☆ 3/ 7(土) 18:30 ～   城東地区会  於：ザ・リッツカールトン大阪 2Ｆ ➡ 1/吉日に案内しております。 

   

☆ 3/13(金) 17:30 ～   北河内地区会  於：リーガロイヤルホテル 2Ｆ ➡ 本日案内致しました。 

 

※各地区会員の親睦の機会でもあります。奮ってご臨席賜りますよう宜しくお願いします。 


